
第15章 一般的な法令解釈に係る書面照会手続 

 

第１節 本照会手続導入の経緯 

 

金融庁では、金融改革プログラムにおいて、金融行政の透明性・予測可能性の向上

に関する取組みの一つとして、「外部からの照会に対する一般的な法令解釈について

の考え方の公表」を掲げ、ノーアクションレター制度（法令適用事前確認手続）を補

完するものとして、2005年３月31日に、各業態の事務ガイドライン及び監督指針を改

正して、金融庁が法令解釈等に係る一般的な照会を受けた場合において、書面による

回答を行い、照会及び回答内容を公表する際の手続等を明確化し、同年４月１日より

運用を開始した。 

本手続きは、金融庁所管法令の直接の適用を受ける事業者等が、金融庁所管法令に

係る一般的な法令解釈について照会できる制度である。事業者等は法令を所管する担

当課室長に対して書面で照会し、照会を受けた担当課室長は原則２ヶ月以内に書面で

回答することとなっている。 

 

第２節 回答実績 

 

2021事務年度においては回答実績はなかった。制度導入からの回答の累計は８件と

なっている。 

 

第３節 利用上の留意点 

 

Ⅰ ノーアクションレター制度との関係 

 

ノーアクションレター制度の利用が可能な個別具体的な事案に関する照会につい

ては、本照会手続の対象としていない。 

 

Ⅱ 回答の効力 

 

本照会手続に基づく回答は、あくまでも照会時点における照会対象法令に関する

一般的な解釈を示すものであり、個別事案に関する法令適用の有無を回答するもの

ではない。また、もとより、捜査機関の判断や司法判断を拘束しうるものではない。 
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